令和８年度旧小学校施設利用に係る申請手続きについて

　旧小学校（旧橋場小学校、旧大村小学校、旧上長山小学校、旧西根小学校）の施設を利用する場合は、それぞれ次項のとおり申請手続きを行っていただきますようお願いいたします。
今年度から提出書類が変更となりました。

１．旧小学校施設利用にかかる申請手続きの流れ 
 利　用　団　体
①　普通財産借受申請書     計画説明書、誓約書　提出
生涯文化スポーツ課
(旧西根小)
観光商工課
(旧上長山小)
総合政策課
(旧橋場小・旧大村小)





②　旧小学校施設貸付承諾(不承諾)
決定通知書　送付




①　団体は、「普通財産借受申請書」、計画説明書、誓約書を担当課に提出
※例を参考に、借受申請人、用途、借受希望期間を記入の上、提出してください。
《担当課》旧橋場小学校・旧大村小学校→総合政策課、旧上長山小学校→観光商工課
　　　　　旧西根小学校→生涯文化スポーツ課　＊旧南畑小学校は対象外
②　担当課は、申請内容を審査し、適切と判断される場合は、旧小学校施設貸付承諾(不承諾)決定通知書により申請者に通知

２．申請上の注意 
　(1) 旧小学校施設利用の申請書を提出する際は、計画説明書（目的、使用日時、使用箇所、代表者名及び管理者名等が分かる名簿、連絡先等）と誓約書を添付するとともに、記入漏れがないか確認し、提出してください。
※計画説明書については、任意様式となっておりますので、各自ご対応をお願いします。
　(2) 貸付承諾決定になった場合でも、都合により利用できない場合がありますので、予め御了承ください。
　(3) 夏期は運動場を利用し、冬期は体育館を利用する団体は、先に貸付承諾決定を受けている団体と調整が必要な場合がありますので、その際は利用団体間で調整をお願いいたします。
　(4) 鍵の借用・返却は、担当課のルールに従ってください。




３．「利用実績報告」について 
　　施設を利用した際は、利用者数と利用日数を月ごとにまとめ、報告をお願いします。
　※指定の様式はありませんので、各自で把握し、報告していただきますようお願いします。
[bookmark: _GoBack]　　添付する参考集計表を使用していただいても構いません。
また、前月分は、翌月10日頃を目途に担当まで報告（メール等）をお願いいたします。

※申請様式は、「雫石町ホームページ」▷「くらしと行政　生活情報はこちらから」▷施設・公民館・診療所「スポーツ施設（令和８年度学校施設の開放事業について）」からダウンロードできますので、ご利用ください。《　担　当　》
◎生涯文化スポーツ課　スポーツ振興室　
【鶯宿温泉スポーツセンター】
（学校開放全般・旧西根小学校）
TEL／019-681-6673　　FAX／019-681-6674
Mail／sports@town.shizukuishi.iwate.jp

◎総合政策課　政策推進係
（旧橋場小学校・旧大村小学校）
TEL／019-692-6572　　FAX／019-692-1311
Mail／chiikizukuri@town.shizukuishi.iwate.jp

◎観光商工課（旧上長山小学校）
　TEL／019-692-6416　　FAX／019-692-5208
Mail／kouryu@town.shizukuishi.iwate.jp
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